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山形市長 佐藤孝弘 様 

 

はじめに 

貴職におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃より公明

党山形市議団の活動に対して、ご理解とご協力を賜り心より感謝を申し上げます。 

世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症や物価高騰・ウクライナ情勢などにより、

市民生活が大きな影響を受けております。感染拡大防止策や市内事業者の下支え策、景気刺激

策や物価高騰対策などを同時に押し進め、この難局を乗り越えていかなければなりません。ま

た、若い女性の自殺の増加、配偶者からの暴力、児童虐待、うつ、ひきこもり、孤独死などの

問題も深刻化しております。目まぐるしく変化する社会情勢で不確定で不透明な要素の連続で

すが、国・県・市が連携を強め、市民の命と暮らしを守る施策を最優先に、将来を見据えた「行

政サービスの構築」と「新たなまちづくり」を進めていかなければなりません。さらには、自

然災害への備えとして「防災・減災」の取り組みや「ゼロカーボンシティー」実現を目指した

地球温暖化対策も急務です。山形市を取り巻く社会経済情勢は、より一層厳しい状況にありま

すが、希望ある本市の将来像とその行程を示すことが政治の使命であります。 

この度の「令和５年度予算編成にかかる政策提言」では、具体的な施策として４２項目を記

載いたしました。これらの多くは「切実な市民の声」をもとに練り上げたものです。貴職に於

かれましてはこれら提言を真摯に受け止め、令和５年度の予算化を図って頂くとともに、難し

い事項についても庁内で継続的に検討してくださいますようお願い申し上げます。 
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１ 世界に誇る「健康医療先進都市」実現のために（10件） 

① 特定健診時に塩分摂取とカリウムの摂取のバランスを計測する「尿ナトカリ比

測定」を導入し、特定保健指導や地域の保健事業に役立てること。（新規） 

② 子どもの健康を守り感染症拡大を抑え込むため、小中学生へのインフルエンザ

ワクチン接種の公費助成を行うこと。（新規） 

③ 高齢者等の健康寿命延伸と社会的孤立を防止するため総合的なフレイル対策

を図るとともに、ヒアリングフレイルと介護予防対策として「聴こえくっきり

事業」の拡充と補聴器購入の助成制度を拡充すること。（新規） 

④ ８０５０問題の相談体制を強化すること。また、具体的な受け皿として身寄り

のない障がい者等が安心し持続して生活できるグループホーム（こもれびを事

例）を拡充すること。（継続拡充） 

⑤ 健康分野におけるスマートシティーを推進するため、健康アプリやウェアラブ

ル端末等を活用し、健康に関するデータを集積・分析の上、生活改善策の取り

組みを実施すること。（継続拡充） 

⑥ スポーツ振興の推進を図るため、広域利用に資する施設（スケート場・観客席

設置の体育館・武道館・アーバンスポーツ）について、県と市が連携し、期限

を設けて施設整備計画を策定すること。（継続拡充） 

⑦ 障がいがある人の社会参加の促進を図るため、デジタル版障がい者手帳として

有効な「ミライロＩＤ」の普及啓発に努めること。（継続） 
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⑧ マイナンバーカードのシステム間連携において、障がい者手帳とお薬手帳の情

報共有を強化すること。（継続） 

⑨ 特に５０歳代から発症率が高くなる帯状疱疹を未然に防ぐため、ワクチン接種

の助成制度を導入すること。（継続）参考：シュミレーション（別添）グラクソ・ス

ミスクライン㈱ 

⑩ 人工内耳用音声信号装置と人工内耳用電池および充電器等への市独自の補助

制度を確実に推進すること。（継続） 

 

２ 県都に相応しいトップクラスの子育て環境整備のために（10件） 

① 学校給食費の支払い手続きの負担軽減を図るため、転入者へのコンビニ納付

やキャッシュレス決済を可能にすること。また、引き落としがならなかった

場合でも再引き落としやコンビニ納付やキャッシュレス決済を検討するこ

と。（新規） 

② 先進事例を研究し子供達に配布されたタブレット活用を充実させるとともに、

いじめや悩み事を相談・報告できるアプリを導入すること。（継続拡充） 

③ デジタル人材育成に向けての取り組みとして、学生や若者、女性を対象に外

部ＩＴ専門機関や山形ＡＩ部等の産学官が連携し、高度デジタル人材育成を

実施すること。また、高齢者と低所得世帯等のデジタルデバイド解消を図る

こと。（継続拡充） 
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④ 南沼原小学校跡地に包括支援センターを併設する形で、保健・福祉・教育分

野（図書館含む）から総合的・専門的な相談・支援を行う（仮称）こども総

合相談センターを設置すること。（継続拡充） 

⑤ 貧困や不登校、高齢者や外国人など、様々な理由で学ぶ機会を失った人のた

めに「夜間中学」を設置すること。また、「不登校特例校」の併設や連携など

を検討すること。（継続拡充） 

⑥ 幼児教育・保育料の無償化に向け段階的に負担軽減を図ること。（継続） 

⑦ 子供たちの読書を推進するため、ファーストブック贈呈（赤ちゃんギフトと

して図書カード贈呈・絵本紹介）、セカンドブック贈呈（小学校入学時に市立

図書館貸出カードと絵本の贈呈）を実施すること。また、読書手帳と電子図

書を導入すること。（継続） 

⑧ 子ども同士のいじめ問題や保護者との関係に携わる教職員等が、トラブルを

予防または回避するためスクールロイヤーを導入すること。（継続） 

⑨ 気になる子供の早期発見のため「５歳児健診」を実施すること。また、保育

園と認定こども園等において実施している健康診断に対しての相談や支援の

体制を拡充すること。（継続） 

⑩ 子育て世代で最も要望のある、子ども医療費助成制度を高校三年生まで拡充

すること。先行して入院費の無償化や多子世帯の無償化を着実に推進するこ

と。（継続） 
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３ 活力ある産業のまちづくりのために（8件） 

① ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」の達成と、ゼロカーボンシティーの実現を目

指し、同目標が自分事として捉えられるよう市民を巻き込んだ実効性ある取り

組みを推進すること。（新規） 

ア、企業版ふるさと納税やＳＤＧｓ債（グリーンボンド債）を活用すること。 

イ、総合公園や中心市街地に冷水機給水スポットを設置すること。 

ウ、教育現場での学びの機会を充実すること。 

エ、市民向け講座や展示会を拡充すること。 

② 旧大沼本店の建物を早期に解体し、再開発事業が実施されるまでの間の有効活

用を検討すること。（新規） 

③ 山形五堰（御殿堰等）の世界かんがい施設遺産の次期登録申請に向けて、申請

要件を整理し登録認可となるよう充実した内容とすること。（新規） 

④ 有害鳥獣対策における農地以外の住宅地に関しては国に働き掛けるとともに、

市独自の防護柵の設置や緩衝帯の整備を実施すること。（新規） 

⑤ 有害鳥獣を捕獲した際の解体施設や焼却施設、減容化処理施設等、有効な手法

を検討すること。（継続拡充） 

⑥ 新たな地域交通体系“ＭａａＳ”の実施に向けては、山形連携中枢都市圏や仙

山交流網と十分に調整を図ること。（継続） 
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⑦ 地域に伝わる古文書等の歴史遺産や無形伝統文化財等を専門機関や大学、地域

の方々と連携して、収集、調査、整理、保存すること。また、広く市民や観光

客に公開するため、同資料等にストーリーを付加したデジタル映像としてまと

め、クリエイティブシティーセンターＱ１等で提供すること。（継続） 

⑧ 道の駅「やまがた蔵王」に割増料金ゼロで立ち寄れる「ＥＴＣ２．０賢い料金」

を導入すること。（継続） 

 

４ 市民協働のまちづくりのために（8件） 

① 市営住宅への入居の際に保証人を必要とする条例の規定について、国の削除要

請に応じ条例改正を行うこと。（新規） 

② 高齢者や障がい者、ひとり親や低所得者等、様々な理由で住宅の確保が困難な

人が増えていることから、それらの住宅確保要配慮者が円滑に入居できるよう、

行政や不動産業者、居住支援団体等で構成される「居住支援協議会」による支

援体制の強化とトラブル対応や行政手続きの補助、入居のマッチング等「貸す

人」と「借りる人」双方に対するきめ細やかな支援の充実を図ること。（新規） 

③ 県と市が整備に向けた協議を行い、大野目地区の警察アパート跡地に都市公園

を整備し空白地の解消を図ること。（新規） 

④ 行政サービスにおける申請主義の弊害解消を目指しプッシュ型行政サービス

に移行すること。また、オンライン申請の現状を洗い出し、申請可能なサービ

スを拡充すること。（継続拡充） 
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⑤ 新斎場整備基本構想の策定においては、身寄りのない人や墓を引き継ぐ人がい

ない人も安心して納骨できる合葬式墓地を備えた市民霊園の設置を検討する

こと。（継続拡充） 

⑥ 職員の登用について、積極的に女性管理職の登用を図り、若手管理職について

は、多岐にわたる研修の機会を増やすよう努めること。（継続拡充） 

⑦ 広報やまがたを配布している各自治会や広報担当者及び隣組長等の負担軽減

のため、年末年始とお盆時期（1/1号・8/15号）における配布は外部委託にす

ること。（継続） 

⑧ 市町村の努力義務となった「避難行動要支援者名簿」と「個別避難計画書」の

作成を市と自治会・福祉協力員等が協力して推進すること。（継続） 

 

５ 安全・安心のまちづくりのために（8件） 

① 高齢者の健康管理と見守り・安否確認のため、次世代型電子機器（スマホ・ス

マートウォッチ）などを活用した支援体制を整えること（新規）。 

② 認知症の人の見守りシールや追跡ＧＰＳを導入すること。また、認知症の人が

損害賠償責任を負った場合に備える保険事業を導入すること。（新規） 

③ ＪＲ蔵王駅と山寺駅のバリアフリー化を推進すること。また、仙山線沿線の駅

に「Suica」対応の改札口を設置すること。（継続拡充） 
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④ 大規模水害を未然に防止または軽減するため、調整池や遊水地の洪水調節施設

の必要性と効果を研究すること。また、頻発する内水氾濫を未然に防ぐため、

不足する排水ポンプ車を増車すること。（継続） 

⑤ 市指定避難所の機能強化として、多機能トイレ・テレビ・Ｗｉ－Ｆｉ・冷暖房・

間仕切りテントを完備すること。（継続） 

⑥ 持続可能な公共交通網の整備を促進するため、環境に配慮した南北コミュニテ

ィーバスを導入すること。（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

新  規：１３件 

継続拡充：１２件 

継  続：１７件 

合  計：４２件 


